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研修会の開催について（お知らせ）

秋涼の候 会員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。 　

さて、本年度の湘南支部第２回研修会を下記要領にて開催いたします。今回の研修会では「明日から

できる風俗営業（第１号）許可申請～深酒、デリヘルの営業開始届出との比較を交えて～Ver２.０」と

題しまして、行政書士飯田弘樹先生にご講義をいただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

記

１．開催日時 ： １０月２６日（土）　午後２時より午後５時まで（開場　午後１時３０分）

２．開催場所 ： 第一相澤ビル ３階貸会議室

神奈川県藤沢市南藤沢２２－７－１０１（藤沢駅南口より徒歩５分）

３．研修内容 ： 「明日からできる風俗営業（第１号）許可申請

　　　　　　　　　　　～深酒、デリヘルの営業開始届出との比較を交えて～Ver２.０」

４．講　　師　： 行政書士　飯田　弘樹様（神奈川県行政書士会平塚支部）

５．定　　員 ： ６５名（申込先着順）

６．研修参加費： 湘南支部会員無料 ・ 他支部会員１，０００円

７．申込方法 ： 下記いずれかの方法により１０月１１日(金)までにお申し込みください。

　　　　　　　　　（１）湘南支部ホームページ又は下のＱＲコードより申込フォームに入力

　　　　　　　　　（２）研修部ＦＡＸ（０５０－３１３１－９１６４）

８．研修部より一言

湘南支部では２０１８年の研修以来、風営法に関する研修を行っていない現状があり、支部内でも

実務経験の浅い方が増えていることから、風俗営業法の基礎を再確認する必要性が高まっています。

風俗営業は売上単価が高く、許可予定日の遅延が賠償リスクを伴うことも多いため、会員の皆様には

基本的な手続きを確実に理解していただくことが求められます。今回は、新入会員実務研修の講師や

風営法の専門家として２０１８年度湘南支部研修会で大変ご好評いただいた飯田先生を講師にお迎え

し、豊富な知見から初心者、経験者問わずご参加いただける、風営法の実践的な考え方についてご講

義いただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

《参 加 申 込 書》

湘南支部研修部宛　　　　　　　　　　　　日付：　令和 ６ 年　　月　　　日

■　１０月２６日（土）開催の研修会

　　　参加　／　不参加　（いずれかに○をつけてください）

■　懇親会（申込先着４５名）　会費：湘南支部会員５，０００円・他支部会員７，０００円

　　　参加　／　不参加　（いずれかに○をつけてください）　午後５時３０分より開始

　　　【会場】中国料理 煌蘭　藤沢店（藤沢市藤沢５５５　さいか屋藤沢８F）

　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　携帯電話　　　　　　　　　　

※ １０月１１日（金）以降の懇親会キャンセルは、全額ご負担となります。ご留意ください。

※ 研修会・懇親会ともに不参加の場合は、ご連絡不要です。


